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令和５年度(2023年度) 福祉のまちづくりに係る取組について（実績）

事 業 名 目 的 事 業 概 要 備 考

推進連絡協議会の 国、道、市町村、道民及び関係機関が一体と ・協議会の開催～R5.11.22 ・構成団体：94団体

設置 なって福祉のまちづくりを推進する。 ・ワーキンググループの開催～R5.5.24 建築、経済・労働・金融、

交通、福祉・医療、行政

まちづくり条例の 各種会議等、様々な機会を利用し、条例の趣旨 ・各種会議、イベント等での啓発

普及啓発 の普及啓発を図る。 ・ホームページへの掲載等

施設整備基準の普及 改正条例に基づく整備基準の内容の普及を ・ホームページ、各種会議等での「施設整備

図り、公共的施設のバリアフリー化を推進する。 マニュアル（改訂版）」内容の普及

福祉のまちづくり表彰 誰もが円滑に利用できるよう配慮された公共的 ・まちづくり賞の応募・受賞状況 ・表彰式

施設等とともに、障がい者・高齢者等の自立と社会 日時 R5.10.23

参加を支援する活動や福祉用具の製作に関し、 応募区分 応募数 受賞数 場所 ホテルポールスター札幌

優れた取組を表彰、普及する。 公共的施設部門 ３ ２ ２階 セレナード

活動部門 13 ５ ・懇談会構成員：５名

福祉用具部門 ０ ０ 大学教授、福祉団体関係者、建築

団体関係者、市民活動関係者等

これまでの受賞者をパネルで紹介するととも ・北海道福祉のまちづくり賞ＰＲ展の開催

に、福祉用具の展示を行い、表彰に係る広報活 ４ヶ所

動を行う。 （砂川市、遠軽町、音更町、苫小牧市）

福祉環境アドバイザー 福祉のまちづくりに関する相談等に対してアドバ

派遣事業 イザーを派遣し、専門的な指導・助言等を行う。
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事 業 名 目 的 事 業 概 要 備 考

すべての人にやさしい すべての人々が、道立施設を円滑に利用できる ・対象施設：全ての道立施設 ・整備計画第11期 (R4～R6)

まちづくり推進事業 よう必要な改善整備を図る。 ・対象整備：必要性、緊急性を勘案し選択 ・新たな要望・ニーズを踏まえ計画的

（バリアフリートイレ改修、トイレ内多目的シート、 に整備を実施

障がい者等用駐車場整備など） ・31施設39ヶ所実施

「道民福祉の日」 「道民福祉の日」(10月23日)の普及啓発を図る。 ・パネル展の実施 R5.11.2～11.6 (道庁1階ロビー)

普及啓発 ※その他、各振興局でもパネル展を実施

障がい者等用駐車場 障がい者等用駐車スペースに関する理解と ・パネル展、小学生向け車いす体験会等において、

の適正利用の普及 普及・啓発を図り、適正利用を推進する。 普及啓発ブース設置及びポケットティッシュの配布

啓発 を実施

高齢者・障がい者 高齢者や障がい者が必要とする住宅改善を

住宅改善支援地域 推進する仕組みが市町村において整備されるよう

ネットワーク事業 啓発・支援する。

福祉のまちづくり 福祉のまちづくりの推進に協働していただけ ・心のバリアフリーの理解と普及を目指すため、 ・日常生活で気付いた街中の

サポーター制度 る道民をサポーターとして登録し、心のバリア 日頃から取り組んでいる心のバリアフリーの バリアフリーの優良事例を自身

フリーの理解と普及を目指す。 活動を道に報告したり、日常生活で気付いた のSNSで情報発信

優良事例を自らがSNS等で情報発信するなど、 ・街中の優良事例の情報収集と

普及啓発に関するボランティア活動を行う 道への情報提供

・自主的な勉強会等への参加

・企業等のボランティア活動へ参加

・道の普及啓発活動へ参加

心のバリアフリー 「心のバリアフリー」の推進を図るため、心 ・障がいについての基礎的知識や向き合い方を ・対象 市町村職員

研修事業 のバリアフリー研修事業を実施し、北海道全体 学ぶ「心のバリアフリー」に関するオンライン ・研修 ①R5.10.30

の「心のバリアフリー」の一層の推進を図る。 研修を実施 ②R5.11.8

・研修受講後、アプリケーションを用いて、 ・受講数 52名

研修の復習と実践を行う

バリアフリーマップ バリアフリーに関する情報を紹介することに 下記の施設に関する情報を掲載 ・約2,300施設を掲載

いっしょに北海道 より、障がい者や高齢者等の外出機会の増加を ・バリアフリー（多目的）トイレがある、不特定 ・R5.12.1時点で内容更新済み

（北海道ホーム 図る。 多数の方が利用可能な公的施設、民間施設

ページ） ・バリアフリー対応の部屋がある宿泊施設
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令和６年度(2024年度) 福祉のまちづくりに係る取組について

事 業 名 目 的 事 業 概 要 備 考

推進連絡協議会の 国、道、市町村、道民及び関係機関が一体とな ・協議会の開催 ・構成団体：94団体

設置 って福祉のまちづくりを推進する。 建築、経済・労働・金融、

交通、福祉・医療、行政

まちづくり条例の 各種会議等、様々な機会を利用し、条例の趣 ・各種会議、イベント等での啓発

普及啓発 旨の普及啓発を図る。 ・ホームページへの掲載等

施設整備基準の普及 改正条例に基づく整備基準の内容の普及を図 ・ホームページ、各種会議等での「施設整

り、公共的施設のバリアフリー化を推進する。 備マニュアル（改訂版）」内容の普及

福祉のまちづくり表彰 誰もが円滑に利用できるよう配慮された公共的 ・まちづくり賞の応募・受賞状況 ・表彰式

施設等とともに、障がい者・高齢者等の自立と社 日時 R6.10.23

会参加を支援する活動や福祉用具の製作に関 応募区分 応募数 受賞数 場所 ホテルポールスター札幌

し、優れた取組を表彰、普及する。 公共的施設部門 １ １ ２階 コンチェルト

活動部門 ５ ２ ・懇談会構成員：５名

福祉用具部門 ０ ０ 大学教授、福祉団体関係者、建築

団体関係者、市民活動関係者 等

これまでの受賞者をパネルで紹介するとと ・北海道福祉のまちづくり賞ＰＲ展の開催

もに、福祉用具の展示を行い、表彰に係る広

報活動を行う。

福祉環境アドバイザー 福祉のまちづくりに関する相談等に対してアド ・市町村が実施する福祉のまちづくりに関する

派遣事業 バイザーを派遣し、専門的な指導・助言等を行う。 研修会等へ、アドバイザーを派遣

すべての人にやさしい すべての人々が、道立施設を円滑に利用でき ・対象施設：全ての道立施設 ・整備計画第11期 (R4～R6)

まちづくり推進事業 るよう必要な改善整備を図る。 ・対象整備：必要性、緊急性を勘案し選択 ・新たな要望・ニーズを踏まえ計画的

（バリアフリートイレ改修、トイレ内多目的シート、 に整備を実施

障がい者等用駐車場整備など）
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事 業 名 目 的 事 業 概 要 備 考

「道民福祉の日」 「道民福祉の日」(10月23日)の普及啓発を ・パネル展の実施 R6.11.7～11.8

普及啓発 図る 。 (道庁1階ロビー)

※その他、各振興局でもパネル展を実施

障がい者等用駐車場 障がい者等用駐車スペースに関する理解と ・パネル展、小学生向け車いす体験会等に

の適正利用の普及 普及・啓発を図り、適正利用を推進する。 おいて、普及啓発ブース設置及びポケット

啓発 ティッシュの配布を実施

高齢者・障がい者 高齢者や障がい者が必要とする住宅改善を ・市町村で住宅改修セミナーを開催

住宅改善支援地域 推進する仕組みが市町村において整備されるよう

ネットワーク事業 啓発・支援する。

福祉のまちづくり 福祉のまちづくりの推進に協働していただけ ・心のバリアフリーの理解と普及を目指すため、 ・日常生活で気付いた街中のバリア

サポーター制度 る道民をサポーターとして登録し、心のバリ 日頃から取り組んでいる心のバリアフリーの フリーの優良事例を自身のSNSで

アフリーの理解と普及を目指す。 活動を道に報告したり、日常生活で気付いた 情報発信

優良事例を自らがSNS等で情報発信するなど、 ・街中の優良事例の情報収集と道へ

普及啓発に関するボランティア活動を行う。 の情報提供

・自主的な勉強会等への参加

・企業等のボランティア活動へ参加

・道の普及啓発活動へ参加

心のバリアフリー 子どもを対象に「心のバリアフリー」につ ・小学生を対象に、心のバリアフリーの一 ・令和７年度、セミナー（体験会）

研修事業 いて学ぶ機会を提供し、道民に対する「心の 層の理解を深めるための普及啓発資料を を開催予定

バリアフリー」の普及啓発を推進する。 作成

バリアフリーマップ バリアフリーに関する情報を紹介すること 下記の施設に関する情報を掲載 ・約2,300施設を掲載

いっしょに北海道 により、障がい者や高齢者等の外出機会の増 ・バリアフリー（多目的）トイレがある、 ・現在、関係機関に照会中

（北海道ホーム 加を図る。 不特定多数の方が利用可能な公的施設、

ページ） 民間施設

・バリアフリー対応の部屋がある宿泊施設



北海道福祉のまちづくり条例関連事業（主なもの）一覧表
　※ 庁内関係部関係課　条例関連事業　（保健福祉部福祉局地域福祉課企画調整係が実施している事業を除く。）

条　項 再掲

○広報活動推進費
（視覚障がい者向け広報「ほっか
いどう」発行費）

総合政策部

・広報紙「ほっかいどう」の点字版（点字広報誌「ほっかいどう」）と音声版（声の広
報「ほっかいどう」）を制作及び配布する。
・点字の読める方には、点字広報誌「ほっかいどう」を郵送する。点字の読めない方に
は、声の広報「ほっかいどう」を総合振興局・振興局や市町村（福祉施設含む）、視覚
障害者関係団体などに備え置いて貸し出しを行う。

○広報活動推進費
（視聴覚媒体利用費）

総合政策部
・普及率が高く、各種媒体のうちでもっとも印象が強く記憶されやすいテレビの特性を
生かし、迅速でタイムリーに、道の施策・事業・制度等を紹介する番組を制作し、道民
への積極的な情報提供を進める。

○広報活動推進費
（ホームページの管理・運営）

総合政策部
・道政に関する様々な情報や政策形成過程の情報を住民に判りやすく提供する手段とし
て、北海道公式ホームページを運営するため、コンテンツ管理サーバ等機器を整備す
る。

○道営住宅事業特別会計 建設部 ・高齢者、障がい者に配慮した道営住宅の建設

○道路交通安全施設費 建設部
・交通事故が多発している道路、その他緊急に安全を確保する必要がある道路の交通環
境の改善を行う。

○都市計画街路事業費 建設部
・歩行者、自転車、自動車等の交通路を確保するとともに、防災空間、環境空間、都市
施設の収容空間等の多面的な機能を有し、都市活動を行う上で欠くことのできない重要
な基盤施設である都市内道路の整備を進める。

○都市公園事業費 建設部
・都市における生活環境の改善、都市災害に対する安全性の確保並びに増大するスポー
ツ、その他多様な需要の充足を図るとともに、都市の健全な発展と住民の心身の健康の
保持促進に資するため、道立広域公園の整備を進める。

条例の
基本的施策

第3条
道の責務

事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

－ 5 －



条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

第3条
道の責務

○交通安全施設整備費
北海道

警察本部
・歩行者優先の安全・安心な歩行空間の確保に配意した交通安全施設の整備等

○地域活動推進事業費
（地域活動推進事業費補助金）

環境生活部
・多様化する地域社会のニーズに対応し、市民と行政の協働により多様で豊かな地域社
会を形成するため、地域住民の公益的活動（地域活動）の総合的支援を行う（公財）北
海道地域活動振興協会が行う事業に対して助成する。

○地域活動推進事業費
（市民活動促進センター管理運営
費）

環境生活部
・道立市民活動促進センターの管理運営を行うため、指定管理者との協定に基づき負担
金を支出する。

○民間住宅等関連事業推進費
（住意識向上支援・相談事業補助
金）
総合的住情報提供・相談事業費補
助金

建設部
・住宅取得や住宅性能向上リフォームに際し、消費者や技術者が必要とする住情報の提
供、住宅相談などを通じ、住まい手の住意識の向上、作り手の技術力向上を図るととも
に、安心して住宅が取得できる環境を整備する。

○民間住宅等関連事業推進費
（既存ストック有効活用推進事
業）

建設部
・耐震、バリアフリー、耐熱気密といった性能を向上させるリフォームの推進により既
存ストックの有効活用を図る。

○交通エコロジー・モビリティ財
団賛助会費

総合政策部

・高齢者及び障がい者等の、より一層円滑なモビリティを実現するための啓発広報、情
報提供及び調査研究並びに施設の整備、保有、貸付及び施設整備等に対する支援を行う
とともに、地球環境問題の解決等を推進するための事業及びそれらに対する支援を行う
ことにより、人及び地球にやさしい社会環境の実現を目的に活動する、（公財）交通エ
コロジーモビリティ財団に対し、賛助会費を支出。

○地域づくり総合交付金
（地域づくり推進事業）
福祉振興・介護保険基盤整備事業

総合政策部
・地域の実情やニーズに対応して、福祉基盤の整備や福祉のまちづくりの推進、高齢者･
障がい者等の自立支援、子どもの健全育成促進などを目的とした事業に対する支援を行
う。

○高齢者対策推進費
（認知症対策等総合支援事業）
　認知症地域医療支援事業

保健福祉部

・認知症の早期発見、対応の充実を図るため、地域のかかりつけ医等に対し、家族から
の話や悩みに対応できるよう、適切な認知症診断や支援方法に関する知識・技術を習得
する研修や、かかりつけ医をサポートする医師の養成研修やフォローアップ研修を実施
する。

第9条
啓発活動

－ 6 －



条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

○高齢者対策推進費
（自立支援・重度化防止等市町村
支援事業費）

保健福祉部
・市町村が実施する介護予防事業等や自立支援・重度化防止等に資する地域ケア会議の
効果的な実施を図るため、介護予防従事者への研修の実施や地域ケア会議へのアドバイ
ザー派遣を通じた市町村支援を行う。

〇高齢者対策推進費（ケアラー支
援体制構築事業費）

保健福祉部

・ケアラー（家族介護者）支援についての認知度向上と適切な理解の促進を図るため、
SNSを活用した情報発信やポスター等の啓発資材を掲示するほか、普及を目的としたシン
ポジウムを開催する。
・ケアラーからの相談に適切な対応をすることができる職員の養成を目的とした研修を
実施する。
・市町村において当事者交流の拠点となるカフェやサロンの設置を促進するとともに、
地域の支援体制を構築するための助言者となるアドバイザー派遣を行う。

○障がい者対策推進費
（地域リハビリテーション支援体
制推進事業）

保健福祉部

・地域リハビリテーションが、高齢者や障がい者及び難病患者等の支援のために重要で
あることから、保健、医療、福祉、介護が連携し、生活等の場において、必要とする住
民に対し適切なリハビリテーションサービスが提供されるよう、その支援体制を整備す
る。

○障がい者対策推進事業費
（障がい者が暮らしやすい地域づ
くり委員会等運営事業）

保健福祉部
・地域づくり委員会の活用促進のため、行政職員、施設従事者の研修等各種機会をを通
じ、北海道障がい者条例の概要を説明、また、関係団体へ条例のパネルの貸し出しを行
うなどして、広く条例の理念の普及を図る。

○地域人権啓発活動活性化事業費
（障がい者権利擁護促進事業）

保健福祉部
・障がい者虐待や障がいを理由とした差別等を解消するため、障がい及び障がい者に対
する理解を深めるためのフォーラムを開催する。

○地域活動推進事業費
（地域活動推進事業費補助金）

○ 環境生活部
・多様化する地域社会のニーズに対応し、市民と行政の協働により多様で豊かな地域社
会を形成するため、地域住民の公益的活動（地域活動）の総合的支援を行う（公財）北
海道地域活動振興協会が行う事業に対して助成する。

○社会教育施設管理費（青少年体
験活動支援施設維持運営費）

教育庁
・障がいの有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた、体験的な学習
機会の提供

第9条
啓発活動

第10条
学習機会の提供
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条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

○民間住宅等関連事業推進費
（住意識向上支援・相談事業補助
金）
総合的住情報提供・相談事業費補
助金

○ 建設部
・住宅取得や住宅性能向上リフォームに際し、消費者や技術者が必要とする住情報の提
供、住宅相談などを通じ、住まい手の住意識の向上、作り手の技術力向上を図るととも
に、安心して住宅が取得できる環境を整備する。

○私立幼稚園等管理運営対策費補
助金

総務部
・私立幼稚園等の管理運営に関する経常経費に対する補助を行い、特別支援教育に積極
的に取り組んでいる私立幼稚園等に対しては、管理運営に要する経常経費に対する補助
の加算措置を行う。

○私立特別支援学校管理運営費補
助金

総務部
・私立特別支援学校の管理運営に関する経常的経費に対する補助を行い、学校の教育条
件の維持・向上や保護者の負担軽減、学校経営の安定化を図る。

○私立高等学校管理運営費補助金 総務部
・私立高等学校の管理運営に関する経常経費に対する補助を行い、学校の特別支援教育
の充実と父母負担の軽減を図る。

○障がい者対策推進費
（地域リハビリテーション支援体
制推進事業）

○ 保健福祉部

・地域リハビリテーションが、高齢者や障がい者及び難病患者等の支援のために重要で
あることから、保健、医療、福祉、介護が連携し、生活等の場において、必要とする住
民に対し適切なリハビリテーションサービスが提供されるよう、その支援体制を整備す
る。

○社会福祉事業費
（北海道災害ボランティアセン
ター運営活性化等事業費補助金）

保健福祉部
・全道的なボランティア活動への基盤整備や福祉教育、資質向上研修、広報啓発などの
ボランティア活動の推進

○人材育成対策費
介護従事者確保総合推進事業
（次世代の担い手育成推進事業）

保健福祉部

・小・中学校等に、福祉・介護に関する有識者をアドバイザーとして派遣し、体験学習
等の授業を行うことで、若年層（特に学童期）の段階から福祉・介護に関する理解を深
めるとともに、興味・関心を高めることで、将来の福祉・介護分野を担う人材の育成を
図る。

第11条の2
冬期の生活
環境の整備

○地域づくり総合交付金
（地域づくり推進事業）
福祉振興・介護保険基盤整備事業

○ 総合政策部
・地域の実情やニーズに対応して、福祉基盤の整備や福祉のまちづくりの推進、高齢者･
障がい者等の自立支援、子どもの健全育成促進などを目的とした事業に対する支援を行
う。

第10条
学習機会の提供
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条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

○交通エコロジー・モビリティ財
団賛助会費

○ 総合政策部

・高齢者及び障がい者等の、より一層円滑なモビリティを実現するための啓発広報、情
報提供及び調査研究並びに施設の整備、保有、貸付及び施設整備等に対する支援を行う
とともに、地球環境問題の解決等を推進するための事業及びそれらに対する支援を行う
ことにより、人及び地球にやさしい社会環境の実現を目的に活動する、（公財）交通エ
コロジーモビリティ財団に対し、賛助会費を支出。

○バス運行対策・利用促進費
（バス利用促進等総合対策事業費
補助金）

総合政策部

・バランスのとれた公共交通体系を確立するため、バスの利用の促進を図るとともに、
高齢者、障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上に資する
事業、また、北海道の美しい自然の保全、地球温暖化防止のため、自動車に起因する大
気汚染の改善、温室効果ガス排出の抑制に資する事業を対象に補助する。

○地域づくり総合交付金
（地域づくり推進事業）
福祉振興・介護保険基盤整備事業

○ 総合政策部
・地域の実情やニーズに対応して、福祉基盤の整備や福祉のまちづくりの推進、高齢者･
障がい者等の自立支援、子どもの健全育成促進などを目的とした事業に対する支援を行
う。

○北海道における「こどもファス
ト・トラック」【新規】

保健福祉部
・こども・子育てにやさしい社会づくりのため、妊娠中の方やこども連れの方に優先案
内を行うほか、ベビーカーや手荷物の運搬の補助、優先駐車場・授乳室やおむつ替えの
場所を設置する。

○地域活動推進事業費
（地域活動推進事業費補助金）

○ 環境生活部
・多様化する地域社会のニーズに対応し、市民と行政の協働により多様で豊かな地域社
会を形成するため、地域住民の公益的活動（地域活動）の総合的支援を行う（公財）北
海道地域活動振興協会が行う事業に対して助成する。

○地域活動推進事業費
（市民活動促進センター管理運営
費）

○ 環境生活部
・道立市民活動促進センターの管理運営を行うため、指定管理者との協定に基づき負担
金を支出する。

○広報活動推進費
（視覚障がい者向け広報「ほっか
いどう」発行費）

○ 総合政策部

・広報紙「ほっかいどう」の点字版（点字広報誌「ほっかいどう」）と音声版（声の広
報「ほっかいどう」）を制作及び配布する。
・点字の読める方には、点字広報誌「ほっかいどう」を郵送する。点字の読めない方に
は、声の広報「ほっかいどう」を総合振興局・振興局や市町村（福祉施設含む）、視覚
障害者関係団体などに備え置いて貸し出しを行う。

○広報活動推進費
（視聴覚媒体利用費）

○ 総合政策部
・普及率が高く、各種媒体のうちでもっとも印象が強く記憶されやすいテレビの特性を
生かし、迅速でタイムリーに、道の施策・事業・制度等を紹介する番組を制作し、道民
への積極的な情報提供を進める。

第11条の3
移動手段の
確保の支援

第11条の4
情報の利用等
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条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

○広報活動推進費
（ホームページの管理・運営）

○ 総合政策部
・道政に関する様々な情報や政策形成過程の情報を住民に判りやすく提供する手段とし
て、北海道公式ホームページを運営するため、コンテンツ管理サーバ等機器を整備す
る。

○北海道赤ちゃんのほっとステー
ション登録促進事業

保健福祉部
「授乳」や「おむつ交換」が無料で利用可能な場所を有する公共的施設を登録・紹介す
る事業。親子などが安心して外出できる環境づくりを推進するとともに、北海道のサイ
ト等の活用により本制度の情報発信を行う。

○地域生活支援事業費
（障がい者社会参加等総合推進事
業）

保健福祉部
・障がいのある人に対する意思疎通手段の確保や意思疎通支援者の派遣・養成など、在
宅を中心とした障がい者の社会活動に必要な相談・援助を行うことにより、社会活動へ
の参加と自立を促進する。

○消費生活向上対策事業費
（消費生活センター管理運営費）

環境生活部
・道立消費生活センターの管理運営を行うため、指定管理者との協定に基づき負担金を
支出する。

○民間住宅等関連事業推進費
（住意識向上支援・相談事業補助
金）
総合的住情報提供・相談事業費補
助金

○ 建設部
・住宅取得や住宅性能向上リフォームに際し、消費者や技術者が必要とする住情報の提
供、住宅相談などを通じ、住まい手の住意識の向上、作り手の技術力向上を図るととも
に、安心して住宅が取得できる環境を整備する。

○高齢者対策推進費
（高齢者虐待防止・相談支援セン
ター運営事業費）

保健福祉部

・高齢者及びその家族等の虐待相談に応じるとともに、市町村の相談体制を支援するほ
か、市町村及び介護保険施設等が実施する高齢者虐待防止（身体拘束廃止を含む。）へ
の取組を総合的に支援することにより、高齢者及びその家族等の福祉の増進を図ること
を目的とする。

○障がい者対策推進事業費
（視覚障がい者情報提供施設運営
事業）

保健福祉部
・視覚障がい者及びその家族からの更生援護等の相談に応じ、自立と社会参加を促進す
るため相談員を設置し、これら障がい者からの相談体制づくりを推進し、福祉の向上を
図る。

○地域生活支援事業費
（聴覚障がい者情報提供施設運営
事業）

保健福祉部
・聴覚障がい者及びその家族からの更生援護等の相談に応じ、自立と社会参加を促進す
るため相談員を設置し、これら障がい者からの相談体制づくりを推進し、福祉の向上を
図る。

第11条の5
相談体制の

整備等

第11条の4
情報の利用等
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条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

○地域活動推進事業費
（地域活動推進事業費補助金）

○ 環境生活部
・多様化する地域社会のニーズに対応し、市民と行政の協働により多様で豊かな地域社
会を形成するため、地域住民の公益的活動（地域活動）の総合的支援を行う（公財）北
海道地域活動振興協会が行う事業に対して助成する。

○観光基盤費事務費
　ユニバーサルツーリズム推進事
業

経済部

・アドバイザーを派遣し、観光関連事業者に対してバリアフリー化の取組について指導
助言を行う。
・サポーター育成研修を実施し、バリアフリー観光に関わる人材の育成を推進する。
・空港を拠点としたバリアフリー観光サービスシステムを検討し、実践する。

○高齢者対策推進費
（明るい長寿社会づくり推進事業
費）

保健福祉部
・介護予防の観点から、高齢者の各種活動の組織づくり、社会参加活動の振興のための
指導者等養成、仲間づくり支援事業を総合的に実施する。

○高齢者対策推進費
（認知症理解普及促進事業支援事
業）
  ・認知症理解普及促進事業
　・認知症サポーター等養成事業

保健福祉部

・認知症の人を抱える家族を対象に抱えている悩みに対し認知症コールセンターを設置
し家族等の連携、認知症の理解を深めるための交流集会を実施するとともに、地域で認
知症ケアに関わっている関係者、地域住民等を対象に研修会、家族相談会等を実施す
る。
・認知症の人を支える認知症サポーター等の養成に係る研修を実施する。

○高齢者対策推進費
（認知症対策等総合支援事業）
　認知症地域医療支援事業

○ 保健福祉部

・認知症の早期発見、対応の充実を図るため、地域のかかりつけ医に対し、家族からの
話や悩みに対応できるよう、適切な認知症診断や支援方法に関する知識・技術を習得す
る研修や、かかりつけ医をサポートする医師の養成研修やフォローアップ研修を実施す
る。

〇高齢者対策推進費（ケアラー支
援体制構築事業費）

○ 保健福祉部

・ケアラー（家族介護者）支援についての認知度向上と適切な理解の促進を図るため、
SNSを活用した情報発信やポスター等の啓発資材を掲示するほか、普及を目的としたシン
ポジウムを開催する。
・ケアラーからの相談に適切な対応をすることができる職員の養成を目的とした研修を
実施する。
・市町村において当事者交流の拠点となるカフェやサロンの設置を促進するとともに、
地域の支援体制を構築するための助言者となるアドバイザー派遣を行う。

○障がい者対策推進費
（地域リハビリテーション支援体
制推進事業）

○ 保健福祉部

・地域リハビリテーションが、高齢者や障がい者及び難病患者等の支援のために重要で
あることから、保健、医療、福祉、介護が連携し、生活等の場において、必要とする住
民に対し適切なリハビリテーションサービスが提供されるよう、その支援体制を整備す
る。

第11条の7
人材の育成等
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条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

○建築基準法施行費 建設部
・建築基準法に基づく建築確認申請等の確認審査及び完了検査に係る事務の一部を市町
村に委託することにより、建築確認事務の迅速化を図るとともに、違反建築、その他の
トラブルの未然防止を図り、住民サービスの向上を図る。

○交通エコロジー・モビリティ財
団賛助会費

○ 総合政策部

・高齢者及び障がい者等の、より一層円滑なモビリティを実現するための啓発広報、情
報提供及び調査研究並びに施設の整備、保有、貸付及び施設整備等に対する支援を行う
とともに、地球環境問題の解決等を推進するための事業及びそれらに対する支援を行う
ことにより、人及び地球にやさしい社会環境の実現を目的に活動する、（公財）交通エ
コロジーモビリティ財団に対し、賛助会費を支出。

○地域づくり総合交付金
（地域づくり推進事業）
福祉振興・介護保険基盤整備事業

○ 総合政策部
・地域の実情やニーズに対応して、福祉基盤の整備や福祉のまちづくりの推進、高齢者･
障がい者等の自立支援、子どもの健全育成促進などを目的とした事業に対する支援を行
う。

○バス運行対策・利用促進費
（バス利用促進等総合対策事業費
補助金）

○ 総合政策部

・バランスのとれた公共交通体系を確立するため、バスの利用の促進を図るとともに、
高齢者、障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上に資する
事業、また、北海道の美しい自然の保全、地球温暖化防止のため、自動車に起因する大
気汚染の改善、温室効果ガス排出の抑制に資する事業を対象に補助する。

○高齢者対策推進費
（自立支援・重度化防止等市町村
支援事業費）

○ 保健福祉部
・市町村が実施する介護予防事業等や自立支援・重度化防止等に資する地域ケア会議の
効果的な実施を図るため、介護予防従事者への研修の実施や地域ケア会議へのアドバイ
ザー派遣を通じた市町村支援を行う。

○高齢者対策推進費
（地域支援事業交付金）

保健福祉部

・介護予防事業・包括的支援事業及びその他の地域支援事業を行うことにより、被保険
者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場
合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう実
施主体である市町村が実施する介護予防事業等に対し、負担割合に応じた費用を交付す
る。

〇高齢者対策推進費（ケアラー支
援体制構築事業費）

○ 保健福祉部

・ケアラー（家族介護者）支援についての認知度向上と適切な理解の促進を図るため、
SNSを活用した情報発信やポスター等の啓発資材を掲示するほか、普及を目的としたシン
ポジウムを開催する。
・ケアラーからの相談に適切な対応をすることができる職員の養成を目的とした研修を
実施する。
・市町村において当事者交流の拠点となるカフェやサロンの設置を促進するとともに、
地域の支援体制を構築するための助言者となるアドバイザー派遣を行う。

第12条
技術的な助言等
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条　項 再掲

条例の
基本的施策 事 業 名 担当部 　事　業　概　要　

第12条
技術的な助言等

○障がい者対策推進費
（地域リハビリテーション支援体
制推進事業）

○ 保健福祉部

・地域リハビリテーションが、高齢者や障がい者及び難病患者等の支援のために重要で
あることから、保健、医療、福祉、介護が連携し、生活等の場において、必要とする住
民に対し適切なリハビリテーションサービスが提供されるよう、その支援体制を整備す
る。

○地域活動推進事業費
（市民活動促進センター管理運営
費）

○ 環境生活部
・道立市民活動促進センターの管理運営を行うため、指定管理者との協定に基づき負担
金を支出する。

○交通エコロジー・モビリティ財
団賛助会費

○ 総合政策部

・高齢者及び障がい者等の、より一層円滑なモビリティを実現するための啓発広報、情
報提供及び調査研究並びに施設の整備、保有、貸付及び施設整備等に対する支援を行う
とともに、地球環境問題の解決等を推進するための事業及びそれらに対する支援を行う
ことにより、人及び地球にやさしい社会環境の実現を目的に活動する、（公財）交通エ
コロジーモビリティ財団に対し、賛助会費を支出。

○高齢者対策推進費
（自立支援・重度化防止等市町村
支援事業費）

○ 保健福祉部
・市町村が実施する介護予防事業等や自立支援・重度化防止等に資する地域ケア会議の
効果的な実施を図るため、介護予防従事者への研修の実施や地域ケア会議へのアドバイ
ザー派遣を通じた市町村支援を行う。

第14条
表彰等

○高齢者対策推進費
（明るい長寿社会づくり推進事業
費）

○ 保健福祉部
・介護予防の観点から、高齢者の各種活動の組織づくり、社会参加活動の振興のための
指導者等養成、仲間づくり支援事業を総合的に実施する。

第15条
推進体制

○障がい者対策推進費
（地域リハビリテーション支援体
制推進事業）

○ 保健福祉部

・地域リハビリテーションが、高齢者や障がい者及び難病患者等の支援のために重要で
あることから、保健、医療、福祉、介護が連携し、生活等の場において、必要とする住
民に対し適切なリハビリテーションサービスが提供されるよう、その支援体制を整備す
る。

第20条
指導及び助言

○建築基準法施行費 ○ 建設部
・建築基準法に基づく建築確認申請等の確認審査及び完了検査に係る事務の一部を市町
村に委託することにより、建築確認事務の迅速化を図るとともに、違反建築、その他の
トラブルの未然防止を図り、住民サービスの向上を図る。

第13条
調査研究等
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